
令和８年度

ふるさと川・海応援団支援補助金
県が管理する河川または県内の海岸で行う河川・海岸愛護ボランティア
活動を支援します。

募 集 案 内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地域のボランティア団体、町内会、
児童会、老人会など。

活動に係る実費に対して補助します。
補助対象経費の例
【清掃活動】鎌、ゴミ袋、軍手、草刈機燃料

草刈機レンタル代等
【稚魚放流】稚魚、長靴、タモ、バケツ類等
【植栽活動】苗、肥料、スコップ、プランター等

対象
団体

対象
経費

郵送または電子申請で提出してください。
申請書の様式は県HPからダウンロード
できます。

最寄りの土木センター・土木事務所、
港湾事務所の窓口に申請書類を
提出してください。

申請
方法

申込
み先

詳細や様式は
県HPをチェック！

募 集 期 間 令和８年３月24日（火）～予算に達し次第終了

堤防の草刈、空き缶拾い、
清掃等の美化活動補助

稚魚放流、魚釣大会、草花の植
栽等の愛護活動補助

過去に補助金を上限３回まで受給した活動は再申請が可能に！

最大 万円１ 最大 万円10

最大 万円１
補助率

申 請
要 件

最大受
給回数

前回交付年度の

２年度以降に申請可

申請可
能年度

１０分の10以内

（５千円未満は対象外）

３回まで
以下いずれかの要件を満たす

ことが必要です。

□40歳以下の参加（１名以上）

□地域のにぎわいイベントの実施

□活動成果の情報発信（SNS等）

NEW!

１０分の10以内 ２分の１以内

（５千円未満は対象外） （２万円未満は対象外）

団体登録 特になし

３回まで ３回まで

前回交付年度の 前回交付年度の

翌年度以降に申請可 翌年度以降に申請可

補助率

申請可
能年度

申 請
要 件

最大受
給回数

補助率

申 請
要 件

最大受
給回数

申請可
能年度



令和８年３月発行

ふるさと川・海応援団支援（補助金）事業

補助金の内容補助金の内容１
第１段階

第２段階 第３段階
美化活動 愛護活動

最大受給回数 ３回まで ３回まで あわせて３回まで 制限なし

申請可能年度
前回交付年度の
翌年度以降に申請可

前回交付年度の
２年度以降に申請可

前回交付年度の
３年度以降に申請可

補助金の上限額 １万円 10万円 あわせて１万円 １万円

補助率 10/10 1/2 10/10 10/10

申請要件
河川・海岸愛護ボランティ
ア団体の登録（美化のみ）

美化・愛護活動の実施に併せて以下いずれかの条件を満た
す。
⑴ 40歳以下の者が１人以上参加すること。
⑵ 地域のにぎわいの創出に資するイベント（交流会、地域
祭り、防災訓練等）を併せて実施すること。

⑶ 活動の成果について、広報紙、公民館等への展示、SNS
やホームページその他これに類する方法により情報発信
を行うこと。

次段階への
移行要件

美化または愛護の補助金
を３回受給

第２段階の補助金を
３回受給

ー

補助金の内容補助金の申込み・問合せ先4
活動される市町村・地区 川 海 お問合せ先 電話番号

黒部市、入善町、朝日町 ● ● 入善土木事務所 0765（72）1243

魚津市、滑川市 ● ● 新川土木センター 0765（22）9115

立山町、舟橋村、上市町 ●
立山土木事務所 076（463）1102

富山市

水橋地区 ● ●

岩瀬・八重津・打出海岸 ● 富山港事務所 076（437）7131

※上記以外 ● ● 富山土木センター 076（444）4446

高岡市
射水市

射水市堀岡・越の潟町地区の海岸 ● 富山新港管理局 0766（84）8292

射水市六渡寺海岸
高岡市国分地区・義経岩周辺の海岸

● 伏木港事務所 0766（44）0277

※上記以外 ● ● 高岡土木センター 0766（26）8423

氷見市 ● ● 氷見土木事務所 0766（72）8205

小矢部市 ● 小矢部土木事務所 0766（67）0262

砺波市、南砺市 ● 砺波土木センター 0763（22）3547

補助金の内容注意事項3
❶安全を第一に考え、事故やケガにご注意ください。
❷当日の天候や時間帯を考慮し、無理のない活動計画を
たててください。

❸当日、悪条件になったときには活動を控えてください。
❹気温が高い日に活動する際は、熱中症などにご注意く
ださい。

❺ハチ,アブ,蚊などの害虫、山地に近い河川ではクマ,
イノシシなどにもご注意ください。

❻刈払った草木が河川に流出したり、活動で生じたゴミ
が放置されることのないよう十分配慮ください。

補助金の内容補助対象外経費の例2
❶補助事業以外の活動への広範な使用が想定されるもの

･･･帽子、運動靴、アルコール、飲食店での飲食費等

❷河川・海岸管理上支障が生じるおそれのあるもの

  ･･･除草剤等

❸団体の構成員への謝礼や労務にあたるもの

  ･･･車両借上に係る謝礼等

❹備品の性格を有するもの･･･動力式草刈り機等

❺県が嘱託する堤防草刈作業に要する経費

❻特定外来生物として規制される動植物
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